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１　

条
例
制
定
に
至
っ
た
背
景
と
経
緯

令
和
６
年
当
時
、
我
が
国
の
選
挙
を
取
り
巻
く
環

境
に
は
深
刻
な
歪
み
が
生
じ
て
い
ま
し
た
。
４
月
の

衆
議
院
議
員
東
京
都
第
15
区
補
欠
選
挙
で
は
街
頭
演

説
が
妨
害
さ
れ
る
事
案
が
発
生
し
、
７
月
の
東
京
都

知
事
選
挙
で
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
に
ポ
ス
タ
ー
を
貼
る

権
利
を
他
者
へ
譲
る
こ
と
で
経
済
的
利
益
を
得
る
こ

と
が
公
然
と
行
わ
れ
る
な
ど
、
公
明
か
つ
適
正
な
選

挙
の
執
行
を
脅
か
す
行
為
が
横
行
し
て
い
ま
し
た
。

本
県
の
平
井
伸
治
知
事
は
、
こ
う
し
た
違
法
あ
る

い
は
法
の
趣
旨
に
反
す
る
行
為
に
つ
い
て
強
く
批
判

す
る
と
と
も
に
、
現
状
に
強
い
懸
念
を
示
し
、
選
挙

が
行
わ
れ
る
際
に
は
候
補
者
等
に
公
職
選
挙
法
（
以

下「
公
選
法
」と
い
う
。）の
遵
守
を
促
す
と
と
も
に
、

仮
に
そ
う
し
た
事
案
が
発
生
し
て
も
、
選
挙
管
理
委

員
会
等
関
係
機
関
が
適
切
に
対
処
し
、
公
明
か
つ
適

正
な
選
挙
の
管
理
執
行
及
び
適
正
な
選
挙
運
動
の
確

保
を
図
れ
る
よ
う
、
独
自
の
条
例
の
制
定
に
踏
み
切

り
ま
し
た
。
迅
速
な
検
討
と
関
係
機
関
と
の
調
整
を

経
て
、
条
例
案
を
令
和
６
年
９
月
定
例
県
議
会
に
提

出
し
、
同
年
10
月
10
日
に
可
決
・
成
立
、
同
月
17
日

の
施
行
に
至
り
ま
し
た
。

２　

条
例
の
内
容

条
例
の
目
的
は
、
第
１
条
に
規
定
さ
れ
る
２
本
の

柱
に
集
約
さ
れ
ま
す
。

①
第
一
に
、
選
挙
が
、
選
挙
人
の
自
由
意
思
に
よ
っ

先進・ユニーク条例【解説】

　鳥取県は、「鳥取県健全な民主主義のため
の公明かつ適正な選挙の確保等に関する条
例」を制定した（令和６年条例第38号とし
て、令和６年10月10日公布、同年同月17
日施行）。現行の公職選挙法の解釈・運用の
徹底及び選挙管理委員会の権限行使の円滑化
を狙いとした全国初の条例である。

て
公
明
か
つ
適
正
に
執
行
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す

る
こ
と

②
第
二
に
、
投
票
環
境
の
向
上
や
主
権
者
教
育
の
推

進
を
通
じ
て
選
挙
人
の
積
極
的
な
政
治
参
加
を
促

進
す
る
こ
と

そ
し
て
こ
れ
ら
を
通
じ
て
民
主
政
治
及
び
地
方
自

治
の
健
全
な
発
展
を
図
る
こ
と
で
す
。

（
１
）
①
に
つ
い
て

条
例
第
２
条
で
は
、
公
選
法
第
１
４
４
条
の
２
等

の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
以
外
の

も
の
の
掲
示
、
候
補
者
以
外
の
者
の
掲
示
、
同
一
ポ

ス
タ
ー
掲
示
場
へ
の
複
数
掲
示
を
禁
じ
、
ま
た
、
選

挙
運
動
と
し
て
の
動
画
配
信
等
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

鳥取県

鳥
取
県
健
全
な
民
主
主
義
の
た
め
の
公
明

か
つ
適
正
な
選
挙
の
確
保
等
に
関
す
る
条
例

鳥
取
県
地
域
社
会
振
興
部
市
町
村
課
課
長
補
佐
　
遠
藤　

公
亮
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全
体
で
公
選
法
に
反
す
る
選
挙
運
動
等
を
許
さ
な
い

と
い
う
機
運
を
醸
成
す
る
こ
と
で
、
公
明
・
適
正
な

選
挙
を
確
保
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
ま
す
。

（
２
）
②
に
つ
い
て

本
条
例
で
は
、
選
挙
人
の
一
層
の
政
治
参
加
を
促

す
た
め
、
主
権
者
教
育
の
推
進
や
投
票
環
境
の
向
上

に
資
す
る
対
策
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
ま
す
。

そ
の
背
景
に
は
近
年
の
投
票
率
の
低
下
や
地
方
議

員
の
な
り
手
不
足
等
に
対
す
る
危
機
感
が
あ
り
、
条

例
制
定
の
１
年
前
に
県
・
市
町
村
が
合
同
で
開
催
し

た
「
投
票
率
低
下
防
止
等
に
向
け
た
政
治
参
画
の
あ

り
方
研
究
会
」（
以
下
「
研
究
会（

注
）」
と
い
う
。）
の
提

言
が
基
礎
に
な
っ
て
い
ま
す
。

研
究
会
の
報
告
書
で
は
、
小
・
中
学
校
等
の
段
階

か
ら
発
達
段
階
に
応
じ
た
主
権
者
教
育
を
行
っ
て
い

く
こ
と
や
自
ら
の
投
票
・
行
動
が
政
治
や
地
域
に
影

響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
感
覚
（
政
治
的

有
効
性
感
覚
）
を
養
う
こ
と
、
投
票
所
の
減
少
に
歯

止
め
を
か
け
る
べ
く
、
減
少
の
最
も
大
き
な
要
因
で

あ
る
投
票
立
会
人
の
確
保
の
た
め
オ
ン
ラ
イ
ン
投
票

立
会
を
導
入
す
る
こ
と
な
ど
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
報
告
書
の
内
容
を
条
例
に
盛
り
込
み
、

条
例
第
５
条
で
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
が
教
育
委
員

会
等
関
係
機
関
と
連
携
し
、
小
学
生
等
若
年
層
か
ら

成
年
に
至
る
ま
で
の
教
育
の
充
実
及
び
情
報
リ
テ
ラ

シ
ー
教
育
の
推
進
に
つ
い
て
定
め
、
条
例
第
６
条
で

で
得
た
広
告
料
収
入
等
に
つ
い
て
適
正
な
収
支
報
告

を
求
め
、
さ
ら
に
、
選
挙
の
自
由
妨
害
行
為
そ
の
他

法
令
違
反
行
為
を
禁
ず
る
な
ど
、
公
選
法
上
当
然
の

ル
ー
ル
を
明
記
し
ま
し
た
。

加
え
て
、
条
例
第
３
条
で
は
、
県
及
び
市
町
村
の

選
挙
管
理
委
員
会
が
、そ
の
権
限
を
適
切
に
行
使
し
、

相
互
に
連
携
・
協
力
す
る
こ
と
を
明
示
し
、
違
法
な

文
書
図
画
が
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
に
掲
示
さ
れ
た
と
き

は
、
公
選
法
に
基
づ
く
撤
去
命
令
や
市
町
村
の
ポ
ス

タ
ー
掲
示
場
の
管
理
権
限
に
基
づ
く
必
要
な
措
置

（
明
白
に
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
等
で
な
い
も
の
が

貼
ら
れ
て
い
た
場
合
に
、
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
と
し
て

の
機
能
を
損
な
わ
な
い
よ
う
撤
去
を
求
め
る
な
ど
）

を
講
ず
る
こ
と
も
明
文
化
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
条
例
第
４
条
で
は
、
選
挙
の
自
由
妨
害
罪

に
該
当
す
る
行
為
そ
の
他
急
迫
不
正
の
侵
害
行
為
に

対
し
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
警
察
等
の
関
係
機
関
が

速
や
か
に
停
止
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
し
て
い

ま
す
。

こ
の
よ
う
に
本
条
例
は
、
公
選
法
な
ど
既
存
の
法

令
の
枠
内
で
対
応
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
新

た
な
規
制
を
創
設
す
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る

上
乗
せ
・
横
出
し
条
例
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

法
令
の
適
切
な
解
釈
・
運
用
に
つ
い
て
明
記
し
、

選
挙
管
理
委
員
会
等
の
適
正
な
選
挙
の
管
理
執
行
に

つ
い
て
規
定
す
る
と
と
も
に
、
候
補
者
や
選
挙
人
に

も
法
令
や
そ
の
趣
旨
を
守
る
よ
う
求
め
、
地
域
社
会

は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
、
期
日
前
投
票
所
の
増
設

そ
の
他
選
挙
人
の
利
便
性
向
上
に
資
す
る
対
策
の
検

討
や
実
施
に
努
め
る
こ
と
な
ど
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

３　

条
例
に
関
連
し
た
取
組

条
例
の
理
念
に
則
り
、
県
で
は
多
面
的
な
施
策
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

選
挙
運
動
の
適
正
化
の
取
組
の
一
例
と
し
て
、
鳥

取
県
が
独
自
に
導
入
し
た
「
自
ら
の
当
選
を
目
的
と

し
て
候
補
者
に
な
る
」
旨
の
宣
誓
書
の
提
出
の
義
務

付
け
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
選
挙
運
動
に
係

る
二
馬
力
行
為
の
抑
止
の
た
め
に
、
立
候
補
届
出
時

に
自
身
の
当
選
を
目
的
と
し
、
他
候
補
の
応
援
を
し

な
い
と
い
う
こ
と
を
候
補
者
に
宣
誓
さ
せ
る
も
の

で
、
令
和
７
年
５
月
に
行
わ
れ
た
鳥
取
県
議
会
議
員

米
子
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
や
同
年
７
月
に
行
わ
れ
た

参
議
院
議
員
通
常
選
挙
で
実
際
に
導
入
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
主
権
者
教
育
に
つ
い
て
は
、
発
達
段
階
に

応
じ
た
教
育
の
充
実
の
た
め
、
小
学
校
６
年
生
及
び

中
学
校
３
年
生
の
年
代
の
児
童
生
徒
を
対
象
と
し
、

鳥
取
県
の
地
域
課
題
等
を
投
票
テ
ー
マ
と
し
た
オ
ン

ラ
イ
ン
模
擬
投
票
「
ち
い
わ
か
総
選
挙
」
を
全
県
的

に
実
施
し
て
い
ま
す
。
ち
い
わ
か
総
選
挙
で
最
多
得

票
を
得
た
も
の
は
、
実
際
に
鳥
取
県
の
施
策
等
に
反

映
さ
れ
る
仕
組
み
と
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
自
分
た

ち
の
意
思
表
示
が
県
政
を
動
か
す
体
験
を
通
じ
、
政

治
的
有
効
性
感
覚
を
養
い
、
積
極
的
に
政
治
参
加
す
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る
主
権
者
と
し

て
の
成
長
に
つ

な
げ
る
こ
と
を

目
指
し
て
い
ま

す
。
な
お
、「
ち

い
わ
か
」と
は
、

地
域
と
つ
な
が

り
、
地
域
に
愛

着
を
持
ち
、
地

域
の
こ
と
を
我

が
事
と
と
ら
え

て
、
積
極
的
に

投
票
そ
の
他
政

治
参
加
す
る
若

者
に
な
っ
て
ほ

し
い
と
い
う
願

い
を
込
め
た
造

語
で
す
。

さ
ら
に
、
投

票
環
境
の
向
上

策
と
し
て
、
県

独
自
の
補
助
制

度
を
創
設
し
、

市
町
村
の
地
域

特
性
・
地
域
事

情
に
応
じ
た
取

組
を
支
援
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
研
究
会
提
言
を
受
け
、
投
票
立
会

人
の
う
ち
１
人
を
投
票
所
か
ら
離
れ
た
遠
隔
地
に
配

置
し
オ
ン
ラ
イ
ン
を
通
じ
て
投
票
立
会
を
行
う
「
オ

ン
ラ
イ
ン
投
票
立
会
」の
仕
組
み
を
導
入
し
て
い
ま
す
。

こ
の
オ
ン
ラ
イ
ン
投
票
立
会
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
会

議
を
行
う
要
領
で
遠
隔
地
か
ら
立
会
を
行
う
こ
と
が

で
き
、
立
会
人
の
確
保
の
円
滑
化
、
立
会
人
の
負
担

軽
減
、
移
動
期
日
前
投
票
所
の
人
員
の
縮
減
等
に
効

果
を
発
揮
し
、
江
府
町
長
選
挙
（
令
和
６
年
７
月
21

日
投
開
票
）
や
、
衆
議
院
議
員
総
選
挙
（
令
和
６
年

10
月
27
日
投
開
票
）（
於
：
南
部
町
）
等
で
実
践
さ

れ
て
い
ま
す
。

図表１　ちいわか総選挙の小学６年生用教材（表紙と裏表紙）

 

 

図表２　移動期日前投票所

先進・ユニーク条例
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今
後
も
県
は
こ
う
し
た
仕
組
み
を
活
用
し
て
中
山

間
地
域
等
の
投
票
立
会
人
不
足
の
解
消
及
び
投
票
所

の
維
持
そ
の
他
投
票
環
境
の
向
上
に
つ
な
げ
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

４　

今
後
の
展
望

近
年
の
投
票
率
の
低
下
傾
向
、
政
治
へ
の
無
関
心

化
、Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
誹
謗
中
傷
・

デ
マ
・
真
偽
不
明
情
報
の
拡
散
、
再
生
数
を
稼
ぐ
た

め
の
過
激
な
投
稿
、選
挙
運
動
の
二
馬
力
行
為
な
ど
、

選
挙
の
公
明
・
適
正
が
脅
か
さ
れ
、
国
民
の
選
挙
へ

の
信
頼
を
損
な
い
、
民
主
主
義
と
地
方
自
治
の
根
幹

を
揺
る
が
す
深
刻
な
課
題
が
山
積
し
て
い
ま
す
。

鳥
取
県
で
は
、
国
に
よ
る
抜
本
的
な
対
応
策
を
待

ち
つ
つ
も
、
地
方
の
立
場
か
ら
対
策
を
講
じ
、
法
令

や
条
例
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
適
正
な
運
用
を
通
じ

て
、
民
主
主
義
の
根
幹
を
守
り
抜
く
決
意
を
明
ら
か

に
し
て
い
ま
す
。
今
後
も
、
県
、
市
町
村
、
教
育
機

関
、
警
察
等
の
連
携
を
一
層
強
化
し
、
公
明
か
つ
適

正
な
選
挙
の
確
保
、
法
の
適
切
な
解
釈
・
運
用
、
主

権
者
教
育
の
推
進
及
び
投
票
環
境
の
向
上
を
総
合
的

に
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

注　

研
究
会
報
告
書

　
（https://w

w
w
.pref.tottori.lg.jp/315202.htm

）

図表３　�オンライン投票立会人（投票所から12km離れ
た建物内）


